
特別企画 2

融
資
慣
行
が
変
わ
る
！

融
資
慣
行
が
変
わ
る
！

　

金
融
庁
な
ど
の
３
省
庁
が
公
表
し
た
「
経
営
者
保
証
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
り
、
経
営
者
保
証

の
契
約
が
実
質
的
に
制
限
を
受
け
る
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
様
々
な
施
策
が
あ
る
が
、
２
０
２
３
年

４
月
か
ら
は
金
融
庁
が
監
督
指
針
を
改
正
し
、
監
督
も
強
化
さ
れ
る
見
込
み
だ
。
政
策
の
概
要
や
金

融
機
関
は
ど
の
よ
う
に
説
明
・
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
解
説
す
る
。

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
下
の

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
下
の

説
明
・
対
応
方
法

説
明
・
対
応
方
法

経
営
者
保
証

経
営
者
保
証

KS230201 P60-65_v16.4 #4.indd   60KS230201 P60-65_v16.4 #4.indd   60 2023/01/12   17:112023/01/12   17:11

融
庁
が
、
従
来
以
上
に
融

資
改
革
に
踏
み
込
ん
で
い

る
。
２
０
２
２
年
12
月
23
日
、
経

済
産
業
省
・
金
融
庁
・
財
務
省
の

連
名
で
「
経
営
者
保
証
改
革
プ
ロ

グ
ラ
ム
～
経
営
者
保
証
に
依
存
し

な
い
融
資
慣
行
の
確
立
加
速
～
」

を
公
表
し
た
。
経
営
者
保
証
が
、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
創
業
や
、
中

小
企
業
経
営
者
の
思
い
切
っ
た
事

業
展
開
、
事
業
承
継
や
事
業
再
生

を
阻
害
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る

と
の
問
題
意
識
か
ら
、
経
営
者
保

証
な
し
の
融
資
を
３
省
庁
で
連
携

し
て
促
し
て
い
く
た
め
の
政
策
で

あ
る
。

　

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
①
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
・
創
業
、
②
民
間
融

資
、
③
信
用
保
証
付
融
資
、
④
中

は
、
㋐
何
が
十
分
で
な
い
た
め
に

保
証
契
約
が
必
要
と
な
る
の
か
、

㋑
ど
の
よ
う
な
改
善
を
図
れ
ば
保

証
契
約
の
変
更
・
解
除
の
可
能
性

が
高
ま
る
か
の
二
点
。
そ
の
基
準

と
な
る
の
は
経
営
者
保
証
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｇ
Ｌ
）
だ
。

　

こ
の
た
め
、
金
融
機
関
が
経
営

者
保
証
を
必
要
と
し
た
場
合
は
、

経
営
者
保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
３

つ
の
要
件
─
─
●❶
資
産
・
お
金
の

や
り
と
り
に
関
し
て
法
人
と
経
営

者
が
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
●❷
法
人
の
み
の
資
産
や
収
益

力
で
借
入
れ
を
返
済
で
き
る
財
務

基
盤
が
あ
る
こ
と
、
●❸
金
融
機
関

に
対
し
て
適
時
適
切
に
情
報
開
示

す
る
こ
と
─
─
に
照
ら
し
た
う
え

で
、
保
証
契
約
の
必
要
性
や
、
変

更
・
解
除
の
可
能
性
を
説
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
監
督
指
針
は
、
一
つ
ひ

と
つ
の
融
資
に
つ
い
て
説
明
し
た

こ
と
を
記
録
す
る
よ
う
求
め
る
内

容
だ
。
金
融
機
関
に
と
っ
て
は
保

証
契
約
が
負
担
と
な
り
、
実
質
的

な
制
限
と
な
る
政
策
で
あ
る
。
金

融
庁
は
、
こ
う
し
た
説
明
結
果
の

報
告
を
求
め
、
23
年
９
月
期
の
実

績
報
告
分
か
ら
は
、
新
規
融
資
件

数
の
う
ち
、「
無
保
証
融
資
件
数
」

＋
「
有
保
証
融
資
で
適
切
に
説
明

し
て
記
録
し
た
件
数
」
で
１
０
０

％
を
目
指
す
。

小
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
─
─
の
４

分
野
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
特
に
金
融
機
関
に
と
っ
て
影

響
が
大
き
い
の
が
②
だ
。

　

そ
の
柱
と
し
て
、
す
で
に
金
融

庁
は
22
年
11
月
に
監
督
指
針
の
改

正
案
を
公
表
し
て
お
り
、
令
和
５

年
度
の
開
始
に
当
た
る
23
年
４
月

か
ら
適
用
す
る
予
定
。
そ
の
内
容

は
、
金
融
機
関
が
融
資
の
契
約
に

伴
っ
て
経
営
者
な
ど
と
個
人
保
証

契
約
を
締
結
す
る
場
合
は
、
事
業

者
や
保
証
人
に
対
し
て
説
明
し
、

そ
の
説
明
の
結
果
を
記
録
す
る
こ

と
を
求
め
る
と
い
う
も
の
だ
。

基
準
と
な
る
の
は

経
営
者
保
証
Ｇ
Ｌ

　

金
融
機
関
が
説
明
す
べ
き
内
容

金
11PartPart

３
省
庁
を
挙
げ
て
金
融
機
関
に
対
し
て

経
営
者
保
証
な
し
の
融
資
を
促
す

経
営
者
保
証
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
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